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車検等一定期間毎に、必ず法定定期点検整備を

実施することが義務付けられています。【　　　　　　　　　　　　　　　　】

 

△黄色の看板 △若草色の看板

4
　法定定期点検整備を実施した車には、
「点検整備済ステッカー」が貼り付けられます。

国の認証のない工場での特定整備は未認証行為となり、道路運送車両法違反となります。

https://www.tochiseishin.or.jp/栃木県自動車整備振興会足利支部


